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　トラックドライバーの適切な賃金水準の確保と経済的社会的地位の向上等を目的として、令和
7年6月11日に貨物自動車運送事業法が改正され、主に以下の3点の内容が令和8年4月1日か
ら施行されました。
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国土交通省 トラック運送適正取引
相談窓口はこちら

令和７年４月の改正トラック法の施行により、元請として荷主から運送委託を受けた貨物利用運送事業者に
も、書面交付義務や実運送体制管理簿の作成義務が課されます。

トラック運送事業者の運送役務や付帯業務の内容とその対価等を明確にするため、荷主から運送委託を受け
てトラックを利用する元請の「貨物利用運送事業者」に対しても、書面交付義務が新たに課されます。

トラックへ再委託する利用運送事業者への新たな義務

全てのトラックを利用する貨物利用運送事業者に書面
交付義務が課されます
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貨物利用運送事業者は、一般貨物自動車運送
事業者と同じ扱いとなるため、荷主との間で
12 条に基づく書面交付が必要となる
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書面交付義務・実運送体制管理簿の
作成義務の対象者が「利用運送」にも拡大
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一 般 講 習
1．対象者
①運行管理者に選任されている方で、令和7年度の一般講習を受講していない者。
②令和7年度の一般講習終了後に新たに運行管理者に選任された者。
③�死者または重傷者を生じた事故を惹起した営業所に選任されている運行管理者、行政処分等を受け
た営業所に選任されている運行管理者で、受講緩和措置を受けられない者。

④運行管理者補助者等をされている方で、受講を希望する者。

2．実施機関及び日程・会場
①独立行政法人自動車事故対策機構　石川支所

開　催　日 会　　　場 定　員

令和8年  6月16日（火） 金沢市異業種研修会館（金沢市打木町東1400） 92名

　　　    7月15日（水） 同　　上 92名

　　　    9月  4日（金） 同　　上 92名

　　　    9月17日（木） 同　　上 92名

　　　  10月14日（水） 同　　上 92名

　　　  10月21日（水） ワークパール七尾（七尾市小島町西部1-3） 50名

　　　  10月22日（木） 同　　上 50名

　　　  11月  5日（木） 小松市民センター（小松市大島町丙42-3） 80名

12月頃（8/15 開示・予約受付開始） 金沢市異業種研修会館（金沢市打木町東1400） 92名

R9.2月頃（8/15 開示・予約受付開始） 同　　上 92名

※七尾自動車学校でも開催を予定しております。
※ヤマト・スタッフ・サプライ㈱の動画配信講習もお申込みできます。

自動車事故対策機構のホームページ（https://ks-yoyaku.nasva.go.jp/）の「指導講習予約システム」
からお申込みください。
Eラーニング方式（eナスバ）もご活用ください。

ご案内 令和8年度運行管理者等講習日程

お問合せ　（一社）石川県トラック協会　TEL 076－239－2511
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　安全性評価事業（Gマーク制度）の申請受付は、7月1日（水）から7月14日（火）
までとなっております。申請方法や評価項目など、Gマーク申請の取扱いが大きく変
更となっております。詳細は当協会ホームページの「Gマーク」専用ページからご確
認ください。

���}
�
e�M�O�t�m�M�o���}
�
e�M�O�t�m�M�o
・従来の窓口への持ち込み申請から、インターネットを通じて行うWeb申請に変更となりました。

・�更新B・E方式の事業所は、Web申請システムへ申請情報を入力し、申請期間内に申請ボタンを押
すことで申請完了となります。

・�新規、更新A・C方式の事業所は、上記手続きのほか、評価項目Ⅲ.「安全性に対する取組の積極性」
を挙証する書類を窓口受付期間内に提出することが必要です。

　　　※Web申請システムの稼働期間	 6月1日（月）～7月14日（火）
　　　　申請受付期間	 7月1日（水）～7月14日（火）
　　　　窓口受付期間	 7月1日（水）～7月14日（火）　※土・日を除く
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・「運輸安全マネジメント」の評価が申請書類から巡回指導結果による評価へ変更となりました。

2026年度安全性優良事業所認定制度
～7月1日（水）から7月14日（火）まで申請受付～

Gマーク申請に係る主な変更点

ISHIKAWA TRUCKING ASSOCIATION
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お問合せ　（一社）石川県トラック協会　適正化事業課　TEL 076－239－2285
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・各グループから1項目以上の選択・得点が必要です。
・自認項目と配点は以下のとおりです。

�
�}�á�8	��s�w�¦�‹�~�­�­�¢�7�G �� �ò�è�~�7�ÿ �� �ò�è
¬�R�•�¤ �� �:�- �� �:�£ 
��:

選択できる項目
最大３項目
最低１項目

（１）自社内独自の運転者研修等の実施（50％未満は1点） ３（１）
（２）外部の研修機関・研修会への運転者等の派遣（選任運転者等以外は1点） ３（１）
（３）�定期的な「運転記録証明書」の入手による事故・違反実態の把握に基づく

指導の実施 ３

（４）�安全運行につながる省エネ運転の実施とその結果に基づく個別指導教育の
実施 ３

���} ���
ù�w�†
¶�t���b�”�q�^�~�2�$ �Æ�ˆ�w�î�ª�¢�7�G�� �ò�è�~�7�ÿ���ò�è
¬�R�•�¤�� �:�- �� �:�£ 
��:

選択できる項目
最大２項目
最低１項目

（１）事業所内での安全対策会議の定期的な実施 ２
（２）事業所内での安全に関するQC活動の定期的な実施 ２
（３）荷主企業、協力会社又は下請け会社との安全対策会議の定期的な実施 ２
（４）�事業所内での交通事故防止や輸送の安全に対する意識向上に向けた取組の

実施 ２

���}�O���,	j�›	Í�s�”�0�f�w�î�ª�¢�7�G �� �ò�è�~�7�ÿ �� �ò�è
¬�R�•�¤ �� �:�- �� �:�£ 
��:

選択できる項目
最大２項目
最低１項目

（１）特定運転者以外の運転者への計画的な適性診断（一般診断）の実施 ２
（２）�効果の高い健康起因事故防止対策（健康診断結果のフォローアップ・脳検

査・心電計・SAS）の実施 ２

（３）車両の安全性を向上させる装置の装着（一部装置は1点） ２（１）
（４）ドライバー時間外労働時間短縮の取組の状況（判断基準によっては1点） ２（１）

���}�f�w���¢�7�G �� �ò�è�~�7�ÿ �� �ò�è
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選択できる項目
最大３項目
最低１項目

（１）健康起因事故防止に向けた取組 １
（２）輸送に係る安全や環境に関する認証や認定の取得 １
（３）国が認定する第三者機関による運輸安全マネジメント評価の受審 １
（４）�過去3年間以内の行政、外部機関、トラック協会による輸送の安全に関す

る表彰の実績 １

（５）�リアルタイムGPS運行管理システムなどの先進的運行管理システムの導入 １
（６）自社内独自の無事故運転者表彰制度又は省エネ運転認定制度の活用 １

※�その他、変更となっている項目もありますので、詳細は当協会ホームページの「Gマーク」専用ペー
ジをご確認ください。

※�当協会では、Gマーク申請に係る相談所を開設しております。希望される方は電話にてお申し込み
ください。
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今回の事故の原因は、運転者が交差道路の左側から進入してきた小学生の自転車を見落とした
ことです。
交差道路の右側から進入してきた乗用車が運転車の前を通過する間に、渋滞していた前方が空
いてしまったことからあせってしまい、発進する際の左右の安全確認を怠り、交差道路の左側
から交差点に進入してきた小学生の自転車を発見することができず、今回の事故となりました。
���­�`�o�M�”
:
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※ �交差点を進行する際には、横断歩行者や他の車両に対して注意してできる限り安全な速度
と方法で進行しなければならない。（道交法第36条第4項：交差点安全進行義務）
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総損害額���
������ 万円
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・被害者の職業　　小学生
・被害状況　　　　頭蓋骨骨折、外傷性ショックにより死亡

�Ù���•�¹�º�0

・逸失利益	 3,100万円
・慰謝料	 2,200万円
・葬儀費	 150万円
・弁護士費用その他	 780万円
　　計	 6,230万円
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運転免許取消1年の行政処分を受けました。
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両親は事故後暫く、少年の死を受け入れることができず、悲しみに暮れる日々を送っていまし
た。又、幼い弟と妹は、少年の死が理解できず、両親にお兄ちゃんはどこにいったのと毎日た
ずねていました。そんな生活が暫く続きましたが、いつまでも少年の死を悼んでばかりいられ
ず、また、幼かった弟と妹もやっと少年の死を受け入れるようになり、今では、亡くなった少
年の思いを胸に日々の生活を送れるようになりました。しかし、残された家族四人は、少年を
失った悔しさと悲しみを、これからも一生忘れることができないでしょう。

提供：中部交通共済協同組合　事故防止部
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